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議案第３２号  

 

朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 

 朝霞市手数料徴収条例（平成１２年朝霞市条例第３９号）の一部を次のよう

に改正する。  

 別表第１の２４の１０の項を次のように改める。  

２４の１０ 低

炭素建築物新

築等計画認定

申請手数料（

建築基準法第

６条第１項に

規定する建築

基準関係規定

の適合につい

ての審査の申

出がある場合

を除く。）  

１ 低炭素建築

物新築等計画

が登録住宅性

能評価機関等

による審査を

受け都市の低

炭素化の促進

に関する法律

（平成２４年

法律第８４号

第５４条第１

項各号に掲げ

る基準に適合

していること

を示す書類が

提出された場

合又は住宅の

品質確保法第

６条第１項の

設計住宅性能

評価書の写し

が提出された

場合 

ア 一戸建ての

住宅  

１件につき５，０００

円  

イ 住宅用途を

含む建築物の

住宅部分  

（ｱ） 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの １件につ

き１１，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のもの １件につ

き２３，０００円  

ウ 非住宅用途

を含む建築物

の非住宅部分  

（ｱ） 床面積の合計が３

００平方メートル未

満のもの １件につ

き１１，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３

００平方メートル以

上のもの １件につ

き１９，０００円  

２ １以外の場
合  

ア 建築物エネ
ルギー消費性
能基準等を定
める省令（平
成２８年経済
産業省・国土
交通省令第１
号）第１０条
第２号イ（1）及
びロ（1）に定め
る基準に適合

するもの  

（ｱ） 一戸建ての住宅 
次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定め
る額  

ａ 床面積の合計が
２００平方メート
ル未満のもの １
件につき４０，０
００円  

ｂ 床面積の合計が
２００平方メート

ル以上のもの １
件につき４４，０
００円  

）  



2 

  （ｲ） 住宅用途を含む建
築物の住宅部分 次 
に掲げる区分に応じ
それぞれ次に定める
額 
ａ 床面積の合計が

３００平方メート
ル未満のもの １
件につき８０，０
００円  

ｂ 床面積の合計が
３００平方メート

ル以上のもの １
件につき１３５，
０００円  

イ 建築物エネ
ルギー消費性
能基準等を定
める省令第１
０条第２号イ 

（2）及びロ（2）に
定める基準に
適合するもの  

（ｱ） 一戸建ての住宅 
次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定め
る額 
ａ 床面積の合計が

２００平方メート
ル未満のもの １
件につき２０，０

００円  
ｂ 床面積の合計が

２００平方メート
ル以上のもの １
件につき２２，０
００円  

（ｲ） 住宅用途を含む建
築物の住宅部分 次
に掲げる区分に応じ
それぞれ次に定める
額 

ａ 床面積の合計が
３００平方メート
ル未満のもの １
件につき３８，０
００円  

ｂ 床面積の合計が
３００平方メート
ル以上のもの １
件につき６６，０
００円  

ウ 建築物エネ
ルギー消費性
能基準等を定

（ｱ） 床面積の合計が３
００平方メートル未
満のもの １件につ
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める省令第１
０条第１号イ 

（1）及びロ（1）に
定める基準に
適合する非住
宅用途を含む
建築物の非住
宅部分  

き２６７，０００円 
（ｲ） 床面積の合計が３

００平方メートル以
上のもの １件につ
き３３４，０００円  

 エ 建築物エネ
ルギー消費性
能基準等を定

める省令第１
０条第１号イ 

（2）及びロ（2）に
定める基準に
適合する非住
宅用途を含む
建築物の非住
宅部分  

（ｱ） 床面積の合計が３
００平方メートル未
満のもの １件につ

き１０２，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３
００平方メートル以
上のもの １件につ
き１３０，０００円  

３ １又は２に掲げる区分のうち
２以上に該当する場合  

１又は２に掲げる区分
に応じ、それぞれに定
める額を合計した額  

 別表第２の１の項中「（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）」を

削り、同表の２の項を次のように改める。  

２ 建築物のエ
ネルギー消費
性能の向上に
関する法律第
３４条第１項
の規定に基づ
く建築物エネ
ルギー消費性
能向上計画の

認定の申請に
対する審査（
３の項に規定
する審査を除
く。）  

建築物エネルギー
消費性能向上計画
認定申請手数料  

１の建築物ごとに次に掲げる額を合
算して得た金額  

（1） 建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律第３５条第
１項各号に掲げる基準に適合し
ていることを示す書類が提出さ
れた場合  

ア 一戸建ての住宅 ５，００
０円  

イ 住宅用途を含む建築物の住
宅部分 次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定める額  

（ｱ）   床面積（建築物エネルギ
消費性能基準等を定める省
令第４条第３項第２号の規
定により設計一次エネルギ
消費量を算出した建築物に
ついては、共用部分の床面
積を除く。（ｲ）、（2）イ、４の
項の（1）イ及び（2）イ並びに６

の項の（1）イ、（2）イ及び（3）イ
において同じ。）の合計が  

ー  

ー  
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 ３００平方メートル未満の
もの １１，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３００平
方メートル以上のもの ２
３，０００円  

ウ 非住宅用途を含む建築物の
非住宅部分 次に掲げる区分
に応じそれぞれ次に定める額  

（ｱ） 床面積の合計が３００平
方メートル未満のもの １
１，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３００平

方メートル以上のもの １
９，０００円  

 （2） （1）以外の場合で、建築物エネ
ルギー消費性能基準等を定める
省令第１０条第２号イ（1）及びロ  

（1）に定める基準に適合するもの  

ア 一戸建ての住宅 次に掲げ
る区分に応じそれぞれ次に定
める額  

（ｱ） 床面積の合計が２００平
方メートル未満のもの ４

０，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が２００平
方メートル以上のもの ４
４，０００円  

イ 住宅用途を含む建築物の住
宅部分 次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定める額  

（ｱ） 床面積の合計が３００平
方メートル未満のもの ８
０，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３００平

方メートル以上のもの １
３５，０００円  

（3） （1）以外の場合で、建築物エネ
ルギー消費性能基準等を定める
省令第１０条第２号イ（2）及びロ 

（2）に定める基準に適合するもの  

ア 一戸建ての住宅 次に掲げ  

  る区分に応じそれぞれ次に定
める額  

（ｱ） 床面積の合計が２００平
方メートル未満のもの ２

０，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が２００平
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方メートル以上のもの ２
２，０００円  

イ 住宅用途を含む建築物の住
宅部分 次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定める額  

（ｱ） 床面積の合計が３００平
方メートル未満のもの ３
８，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３００平
方メートル以上のもの ６
６，０００円  

（4） （1）以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める
省令第１０条第１号イ（1）及びロ  

（1）に定める基準に適合する非住
宅用途を含む建築物の非住宅部
分 次に掲げる区分に応じそれ
ぞれ次に定める額  

ア 床面積の合計が３００平方
メートル未満のもの ２６７
０００円  

イ 床面積の合計が３００平方
メートル以上のもの ３３４

０００円  

（5） （1）以外の場合で、建築物エネ
ルギー消費性能基準等を定める
省令第１０条第１号イ（2）及びロ  

（2）に定める基準に適合する非住
宅用途を含む建築物の非住宅部
分 次に掲げる区分に応じそれ
ぞれ次に定める額  

ア 床面積の合計が３００平方
メートル未満のもの １０２
０００円  

イ 床面積の合計が３００平方
メートル以上のもの １３０
０００円  

 別表第２の４の項を次のように改める。  

４ 建築物のエ
ネルギー消費
性能の向上に  

建築物エネルギー
消費性能向上計画
変更認定申請手数  

１の建築物ごとに次に掲げる額を合
算して得た金額。ただし、新たに追
加される建築物については、２の項  

関する法律第
３６条第１項
の規定に基づ

く建築物エネ
ルギー消費性
能向上計画の

料  金額の欄に定める額とする。  

 （1） 建築物のエネルギー消費性能 
の向上に関する法律第３５条第

１項各号に掲げる基準に適合し
ていることを示す書類が提出さ
れた場合 

，  

，  

，  

，  
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変更の認定の
申請に対する
審査（５の項
に規定する審
査を除く。）  

ア 一戸建ての住宅 ２，５０
０円  

イ 住宅用途を含む建築物の住
宅部分 次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定める額  

（ｱ） 床面積の合計が３００平
方メートル未満のもの ５
５００円  

（ｲ） 床面積の合計が３００平
方メートル以上のもの １
１，５００円  

ウ 非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 次に掲げる区分
に応じそれぞれ次に定める額  

（ｱ） 床面積の合計が３００平
方メートル未満のもの ５
５００円  

（ｲ） 床面積の合計が３００平
方メートル以上のもの ９
５００円  

（2） （1）以外の場合で、建築物エネ
ルギー消費性能基準等を定める
省令第１０条第２号イ（1）及びロ  

（1）に定める基準に適合するもの  

ア 一戸建ての住宅 次に掲げ
る区分に応じそれぞれ次に定
める額  

（ｱ） 床面積の合計が２００平
方メートル未満のもの ２
０，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が２００平
方メートル以上のもの ２
２，０００円  

イ 住宅用途を含む建築物の住

宅部分 次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定める額  

（ｱ） 床面積の合計が３００平
方メートル未満のもの ４
０，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３００平  

  方メートル以上のもの ６
７，５００円  

（3） （1）以外の場合で、建築物エネ
ルギー消費性能基準等を定める
省令第１０条第２号イ（2）及びロ  

（2）に定める基準に適合するもの  

ア 一戸建ての住宅 次に掲げ

，  

，  

，  
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る区分に応じそれぞれ次に定
める額  

（ｱ） 床面積の合計が２００平
方メートル未満のもの １
０，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が２００平
方メートル以上のもの １
１，０００円  

イ 住宅用途を含む建築物の住
宅部分 次に掲げる区分に応
じそれぞれ次に定める額  

（ｱ） 床面積の合計が３００平

方メートル未満のもの １
９，０００円  

（ｲ） 床面積の合計が３００平
方メートル以上のもの ３
３，０００円  

（4） （1）以外の場合で、建築物エネ
ルギー消費性能基準等を定める
省令第１０条第１号イ（1）及びロ  

（1）に定める基準に適合する非住
宅用途を含む建築物の非住宅部
分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれ次に定める額  

ア 床面積の合計が３００平方
メートル未満のもの １３３
５００円  

イ 床面積の合計が３００平方
メートル以上のもの １６７
０００円  

（5） （1）以外の場合で、建築物エネ
ルギー消費性能基準等を定める
省令第１０条第１号イ（2）及びロ  

（2）に定める基準に適合する非住

宅用途を含む建築物の非住宅部
分 次に掲げる区分に応じそれ
ぞれ次に定める額  

ア 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの ５１，  

  ０００円  

イ 床面積の合計が３００平方

メートル以上のもの ６５，

０００円  

 別表第２の６の項中「第２条第３号」を「第２条第１項第３号」に改め、「

（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２号イ（3）及び

ロ（3）に定める基準に適合するものについては、共用部分の床面積を除く。（ｲ）に

，  

，  
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おいて同じ。）」を削る。  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置） 

２ 朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例（令和４年朝霞市条例第２７

号）附則第２項の規定の適用を受ける場合の手数料については、この条例に

よる改正後の朝霞市手数料徴収条例別表第１の２４の１０の項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。  

 

令和５年６月１３日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則 

 

 

 


